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３．事業の実施状況 

平成30年度愛媛県計画に規定した事業について、令和元年度終了時における事業の実施

状況を記載。 

 

事業の区分 １ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業  

事業名 

30 年度【№１（医療分）】 

病床機能分化連携基盤整備事業(病床の機能分

化・連携を推進する基盤整備事業) 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,900,966 千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 医療機関等 

事業の期間 
平成 30 年４月 1日～令和６年３月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

急速な高齢化が進む中、住み慣れた地域や自宅で生活し続けた

いというニーズが高まっていることから、円滑な在宅復帰につな

げていくため、病床機能の分化・連携の推進を図る必要がある。 
アウトカム指標：高度急性期病床の病床整備数：10、回復期病床

の病床整備数：150、急性期病床の病床整備数：-188、慢性期病床

の病床整備数：-9 

事業の内容 

（当初計画） 

 医療機関が行う病床の転換等を伴う施設整備事業等に対して

補助を行い、病床の機能分化・連携を推進する。 
アウトプット指標

（当初の目標値） 
病床の削減、転換等を伴う施設・設備整備数（４機関） 

アウトプット指標

（達成値） 

病床機能転換を伴う医療施設の近代化、環境改善に取り組む医療

機関数：（１機関） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：→ 確認できた【632 床

(高度急性期 118 床、急性期 511 床、感染症 3床）) 

（１）事業の有効性 

 病院施設の殆どが築後 30 年以上を経過し、構造的な老朽化に

加え、災害拠点病院としって、早急に耐震化を図る必要があり、

また、数次の増改築により院内は複雑・狭隘で、医療の高度化等

に伴う診療室の増築や医療機器等の設置などの診療機能の拡充

に十分対応できない為、全面建て替えを行う。 

（２）事業の効率性 

 松山構想区域として求められている、救急医療体制の充実、が

ん診療体制の拡充、周産期・小児医療の推進を実施しつつ、規模

の適正化を図るため、病床を削減している。 

その他  
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事業の区分 １ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業  

事業名 

30 年度【№５（医療分）】 

病床機能分化医療スタッフ配置事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

73,562 千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県、郡市医師会、医療機関 

事業の期間 
平成 30 年４月１日～令和３年３月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

本県では、高度急性期と回復期の病床機能が不足しているが、特に高

度急性期への病床転換は、人材確保とセットで進めるべきであり、急性

期機能の医療機関が将来、高度急性期に転換するためには、本県として

はまず人材確保が必要と考えている。このため、要支援機関への医師派

遣や救急医療機関のオンコール体制確保、地域医療連携室の新設・拡充

等に伴う人材確保などのソフト事業を、地域医療構想に基づき連携の

推進を図りながら、病床転換に先行して実施することとしている。 

アウトカム指標：〇支援を受け体制を確保できた医療機関数（目標：26

機関）〇退棟患者のうち同一院内の他棟以外に退棟した患者数の割合

（病床機能報告制度）（H29:78.5％→R元:78.7％）による慢性期→回復

期病床への転換促進 

事業の内容 

（当初計画） 

○高度急性期病床が不足する圏域で、病床転換に先行して、地域連携に

より支援が必要な医療機関に対し、医師派遣を行う病院への支援。 

○急性期病院から回復期病院への転院など、機能分化に応じた病院間

連携を推進するための医療スタッフの確保・配置 等 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

○協力医療機関から要支援機関に派遣された医師の診療時間（目標：

10,000 時間以上）○地域の連携体制の構築に取り組む圏域数（５圏域） 

アウトプット指標

（達成値） 

○協力医療機関から要支援機関に派遣された医師の診療時間（R

元実績：11,289 時間） 

○地域の連携体制の構築に取り組む圏域数（６圏域） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：○支援を受け体制を確

保できた医療機関数→確認できた（R元実績：22 機関）〇退棟

患者のうち同一院内の他棟以外に退棟した患者数の割合（病床

機能報告制度）→確認できた（R元実績:75.19％） 

（１）事業の有効性 

 転換可能な病院に対し、高度急性期への病床転換を促進させる

ため、地域連携により現状の人材を活用しながら、医師偏在を調

整することが必要。 

（２）事業の効率性 

地域医療構想に即した機能分化や連携推進を図るため、潜在的

に転換可能な病院に対する医師派遣と並行し、救急医療体制の充

実のため、「t-PA ホットライン」や「急性冠症候群(ASC)ネットワ

ーク」の体制を取り入れ、実績が上がっている。 

その他  
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 

30 年度【№６（医療分）】 

在宅医療普及推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

30,627 千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県、市町、郡市医師会、医療機関、ＮＰＯ 

事業の期間 
平成 30 年４月１日～令和２年３月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

 高齢者が増加の一途となっているにもかかわらず、住み慣れた

地域や自宅で生活し続けたいという住民のニーズに応える体制は

十分とは言えない現状であることから、地域における包括的かつ

継続的な在宅医療の提供体制の充実・強化を図る必要がある。 

さらに地域住民の在宅医療への理解を得ることで、適切な医療

の提供、受診に繋げる必要がある。 

アウトカム指標：在宅等での死亡割合の増加（H29：25.2％→R元：

25.7％(0.5％増）） 

事業の内容 

（当初計画） 

在宅医療及び訪問看護の推進に関する協議会の設置・運営、市

町や地域ごとに在宅医療の課題への対応を検討する協議会・研修

等の開催、一般市民に対する在宅医療の普及啓発等(講演会の開

催等) 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

・在宅医療及び訪問看護の推進に関する協議会の開催回数（目標：

1回以上） 

・研修や講演会等に取り組む団体数（市、郡市医師会、病院、訪問

看護協会、ＮＰＯ法人など）（目標：10 団体） 

アウトプット指標

（達成値） 

・在宅医療及び訪問看護の推進に関する協議会の開催回数（R 元実

績：０回） 

・研修や講演会等に取り組む団体数（R元実績：９団体） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：在宅等での死亡割合の増

加 →確認できた（R 元実績：27.3％（1.5％増）） 

（1）事業の有効性 

本事業では、在宅療養に移行する際の栄養指導や障害者に対す

る在宅医療、小児在宅医療、がん診療拠点病院と地域の医療機関

との連携等、内容を具体的に絞り込んだ実践的な研修等を実施し

ており、地域に対し即効性のある成果があったものと考えている。 

（2）事業の効率性 

事業実施主体は、自治体や医師会、地域での拠点となる医療機

関であり、本事業の実施により各地域での在宅医療関係者の連携

の中核となる人材が育成されることから、最小限の財政支援で各

地域の他の事業者や医療機関等にも効果が波及するものと考えて

いる。 

その他  
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 

30 年度 【№７（医療分）】 
在宅医療連携体制構築事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

68,998 千円 

事業の対象となる区域 全圏域 
事業の実施主体 郡市医師会、県歯科医師会 

事業の期間 
平成 30 年４月１日～令和２年３月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

高齢者が増加の一途となっているにもかかわらず、住み慣れた

地域や自宅で生活し続けたいという住民のニーズに応える体制

は十分とは言えない現状であることから、地域における包括的か

つ継続的な在宅医療の提供体制の充実・強化を図る必要がある。 
さらに地域住民の在宅医療への理解を得ることで、適切な医療

の提供、受診に繋げる必要がある。 
アウトカム指標：在宅等での死亡割合の増加（H29：25.2％→R元：

25.7％）（0.5％増）） 

事業の内容 

（当初計画） 

在宅医療に携わる他職種の支援、情報の集約等の機能を備えた

在宅医療連携拠点や、特別な支援を要する者に対して治療を行う

ことのできるシステムの拠点となる在宅歯科医療支援センター

の運営に対する補助 
アウトプット指標

（当初の目標値） 
地域の連携体制の強化に取り組む医療機関数（目標：２機関） 

アウトプット指標

（達成値） 
地域の連携体制の強化に取り組む医療機関数（R 元実績：１機関） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：在宅等での死亡割合の増

加 →確認できた（R 元実績：27.3％（1.5％増）） 

（１） 事業の有効性 
医療従事者を対象とした研修会の開催、がんや難病の在宅患者

など具体的に分野を絞り込んだ症例検討会の実施など、質の向上

や在宅医療を支える多職種の連携を支援するとともに、地域の歯

科診療所ではなかなか対応が難しい在宅療養患者の歯科治療を

提供する体制を整備するなど、地域での継続的な在宅医療の提供

体制の構築に成果があったものと考えている。 

（２）事業の効率性 
事業実施主体は、医師会や地域での拠点となる医療機関であ

り、本事業の実施により各地域での在宅医療関係者の連携の中核

となる人材が育成されることから、最小限の財政支援で各地域の

他の事業者や医療機関等にも効果が波及するものと考えている。 
その他  
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 

30 年度 【№８（医療分）】 
在宅歯科医療連携室整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

164,336 千円 

事業の対象となる区域 全圏域 
事業の実施主体 県歯科医師会 

事業の期間 
平成 30 年４月１日～令和４年３月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

高齢化が進行する中、歯の保存状況と咀嚼機能の回復は全身の

健康と生命予後にも影響することが研究により明らかとなって

いるが、在宅歯科診療の供給体制は十分ではないため、歯科、医

科、介護及び行政等の連携体制を構築して窓口機能を一元化する

とともに、住民への普及啓発を行う必要がある。 
アウトカム指標：在宅での歯科治療件数の増加（H30：50,445 回

→R2：52,967 回(５％増)） 

事業の内容 

（当初計画） 

・各連携機関との調整窓口 
・在宅歯科医療希望者等の相談窓口 
・在宅歯科医療や口腔ケア指導等の実施歯科診療者等の紹介 
・居宅患者に対する歯科診療者の派遣 
・在宅歯科医療に関する広報・啓発 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

連携室による相談対応件数 H30：1,403 件→R2 見込：1,473 件

(５％増)  

アウトプット指標

（達成値） 

連携室による相談対応件数の増加 H30：1,403 件→R 元：1,420

件 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：在宅での歯科治療件数の

増加、訪問歯科診療件数の増加 

（H30:1,626 件→R元実績:1,420 件） 

※令和元年度より連携室で調整した訪問歯科診療件数のみ計上に変更 

（１）事業の有効性 
前年度と比較して連携室で調整した訪問歯科診療件数が減少

しているが、市中の歯科診療所に直接依頼するケースも増えてお

り、在宅歯科診療が普及していると考えられる。今後も医療・介

護と連携し、通院困難な高齢者、要介護者等への在宅歯科医療の

利用普及に勤める。 
（２）事業の効率性 
連携室を既存の歯科医院内に設置することにより、スムーズに

窓口業務や機器の管理を行うことができた。 

その他  
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 

30 年度 【№14（医療分）】 

救急医療対策事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

14,597 千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県、消防本部、郡市医師会、医療機関 

事業の期間 
平成 30 年４月１日～令和２年３月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

小児救急への対応が可能な医療機関の確保が困難となってい

るため、小児二次救急医療体制に参画する医療機関を支援し、体

制の維持・確保を図る必要がある。また、救急搬送時間が延長す

るとともに、搬送件数が増加する中にあって、救急患者受入体制

の維持・確保のために救急医療機関の円滑な受入及び医師の負担

軽減を図る必要がある。 

アウトカム指標：二次救急医療機関数 46 機関(H30)→46 機関(R

元) ※二次医療機関の負担軽減が医師等の負担軽減、確保につながる 

事業の内容 

（当初計画） 

輪番制により小児二次救急医療等を実施している医療機関や、輪

番制病院への警備員配置に対し運営費を補助するとともに、救急

搬送システムを運用することにより救急搬送体制を強化する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

小児二次救急実施地区数（２地区（維持）） 

救急搬送システム運用実施機関（14 消防機関（維持）） 

アウトプット指標

（達成値） 

小児二次救急実施地区数（２地区（維持）） 

救急搬送システム運用実施機関（14 消防機関（維持）） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：二次救急医療機関数 

→ 確認できた（R２実績：47 機関） 

（１） 事業の有効性 

医師不足が顕著な小児医療において、小児救急医療体制を維持

するとともに、システムの活用により効率的な救急搬送体制を構

築することができた。 

（２） 事業の効率性 

対象医療機関が小児救急医療を担う日数に応じた支援を行う

とともに、システムの活用に当たっては関係消防機関が応分の負

担をすることで、効率的な事業執行を図った。 

その他  
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 

30 年度 【№15（医療分）】 
小児救急医療電話相談事業 

 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

26,390 千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県 

事業の期間 
平成 30 年４月１日～令和２年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

時間外における小児軽症患者の救急受診が医療現場の負担と

なり、地域医療の維持が困難になっている。 
アウトカム指標： 電話相談者満足度（目標：100％） 

事業の内容 

（当初計画） 

小児の急な病気やケガに関する保護者の相談に対し、医師、看護

師が電話相談に応じる。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 
年間相談件数（目標：10,000 件以上） 

アウトプット指標

（達成値） 
年間相談件数（R 元実績：13,288 件） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：電話相談者満足度→確認

できた（R 元実績：98.6％） 

（１）事業の有効性 
本事業の実施により、愛媛県の全域において、保護者の育児不

安の緩和を図るとともに、症状に応じた適切な受診を促すことに

より、患者・医療機関の負担軽減が図られたと考える。 
（２）事業の効率性 
本事業は、民間サービス業者に委託して実施している。 

その他  
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 

30 年度 【№16（医療分）】 
医科歯科連携推進事業（歯科医療従事者等人材

養成事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

207,673 千円 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県歯科医師会、郡市歯科医師会、県歯科技工士会、歯科衛生士養成所 

事業の期間 
平成 30 年４月１日～令和３年３月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

口腔の衛生状態や健康度が、治療と病気の進行度や予後に大き

く関わることから、医科歯科連携や口腔ケアの重要性が高まって

いるが、これらの業務に従事する歯科衛生士等の歯科医療関係者

は、現状では主に歯科医療機関内で歯科医師の治療の補助に当た

るに留まっているため、人材が不足している。 
アウトカム指標：就業歯科衛生士数の増加（H30：1,601 人→R2：

1,681 人→R3：1,723 人） 

事業の内容 

（当初計画） 

がんや認知症に関する研修会等の開催による歯科医療従事者

等の人材養成、歯科技工士に対する離職防止や復職支援の実施、

就学支援制度や復職に必要な研修の実施による歯科衛生士の確

保等 
アウトプット指標

（当初の目標値） 
歯科衛生士に対する研修の実施人数（目標：380 人) 

アウトプット指標

（達成値） 
歯科衛生士に対する研修の実施人数（R 元実績：939 人） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：就業歯科衛生士数の増加

→ 確認できなかった（国の調査結果が出ていないため 令和３

年度判明予定（前回調査 H30:1,601 人）） 

（１）事業の有効性 
歯科医療機関に従事する歯科衛生士や歯科医療資格を有して

いる非就業者に対して研修会を開催することで、医科歯科連携や

口腔ケアに従事できる人材を養成することができた。 
（２）事業の効率性 
現在就業している歯科衛生士と現場復帰を希望している非就

業者に対して研修会を開催することで、効率的に人材確保に努め

ることができた。 
その他  
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 

30 年度 【№22（医療分）】 

看護師等養成所施設整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

702,342 千円 

事業の対象となる区域 今治 
事業の実施主体 看護師養成所の設置者 

事業の期間 
平成 31 年４月１日～令和３年３月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

看護職員は依然として不足が見込まれ、新規確保を図る必要が

あることから、老朽化著しい養成所の校舎一部を建替え、安心・

安全な環境で優秀な生徒を集め、地域医療のニーズに対応した高

度な知識・技能を有した看護職員の養成し、地元で定着させるこ

とが必要。 

アウトカム指標：入学者数の増加 105 名（H30）→115 名（R3） 

事業の内容 

（当初計画） 

依然として不足が見込まれる看護職員の新規確保の根幹的な

役割を果たす看護師等養成所について、老朽化した校舎の一部を

建替えることに対する補助を行い、県内における看護職員の新規

確保及び質の高い医療の提供を図る。 
アウトプット指標

（当初の目標値） 
補助施設数（１カ所） 

アウトプット指標

（達成値） 
補助施設数（R 元実績：１カ所 但し年度内工事は未着手で繰越） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：入学者数の増加 →でき

なかった(新校舎が完成していないため) 

（１）事業の有効性 
本事業の実施により優秀な生徒を集め、地域医療のニーズに対

応した質の高い看護師の養成が可能となると思われる。 
（２）事業の効率性 
看護職員の新規確保の根幹的な役割を果たす看護師等養成所

の校舎建替えに対する補助を行うことが、より質の高い看護教育

の提供に繋がり、ひいては県内における看護職員の新規確保及び

質の高い医療の提供が行えると思われる。 
その他  
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３．事業の実施状況 

平成30年度愛媛県計画に規定した事業について、令和元 

年度計画終了時における事業の実施状況を記載。 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  
事業名 【NO.1】 

介護基盤整備事業 
介護施設開設準備経費助成事業 

【総事業費】 
666,130 千円 

 
事業の対象となる区域 宇摩圏域、新居浜・西条圏域、今治圏域、松山圏域、八幡浜・大

洲圏域、宇和島圏域 

事業の実施主体 民間事業者 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和３年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

高齢者が住み慣れた地域で暮らせる社会づくりを推進する。 

アウトカム指標：  

 地域密着型サービス施設等の定員総数 １８，９７５人 

事業の内容（当初計画） ①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行

う。 

③介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して

支援を行う。 

整備予定施設等 

地域密着型特別養護老人ホーム     29 床（１カ所） 

認知症高齢者グループホーム      36 床（２カ所） 

小規模多機能型居宅介護事業所      6 床（１カ所） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 140 人（５カ所） 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス

施設等の整備等を支援することにより、地域の実情に応じた介

護サービス提供体制の整備を促進する。 
【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム  

1,172 床（ 42 カ所）→ 1,201 床（43 カ所） 

・認知症高齢者グループホーム  

 5,166 床（311 カ所）→ 5,202 床（313 カ所） 

・小規模多機能型居宅介護事業所  

 913 床（115 カ所）→  919 床（116 カ所） 

 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所  

利用者数 232 人／月（12 カ所） →   372 人／月（17 カ所） 

・介護医療院（介護療養型医療施設から転換） 

０床（０カ所） → 60 床（１カ所） 
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アウトプット指標（達

成値） 

 地域密着型サービス施設等の整備が進んでいる。 

・地域密着型特別養護老人ホーム  

1,172 床（ 42 カ所）→ 1,201 床（43 カ所） 

・小規模多機能型居宅介護事業所  

 913 床（115 カ所）→  919 床（116 カ所 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

 地域密着型サービス施設等の定員総数 １８，９７５人 

  指標：１７，７５２人から２９人増加した。 

（１）事業の有効性 
  介護保険制度の保険者である市町が、日常生活圏域のニー

ズ等を踏まえて策定した計画に基づき必要とする施設・設備

の不足を補うものであり、地域包括ケアシステムの構築に向

けて、大いに効果が期待できるものである。 
（２）事業の効率性 
  地域包括ケアシステムの構築に向けて、必要とされる施設・

設備整備に取り組む介護事業者に対し、市町を通じて補助す

ることにより、最小限の財政支援で効果的な施設・設備整備

を行っている。 
その他  

  

 

 

  



12 
 

 事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.1】 

 福祉・介護人材確保対策事業（協議会設置） 

【総事業費】 
3,739 千円 

事業の対象となる区域 全県 
事業の実施主体 県（県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

増加する福祉・介護人材の需要に対して、効果的な人材確保

対策を実施するため、関係機関の連携体制を構築し、既存事

業の改善及び新規事業の検討を行う。 

アウトカム指標：既存事業の改善状況及び新規事業の実施

状況 

事業の内容（当初計画） 県社会福祉協議会を中心として、行政関係者、有識者、種別

協議会、事業所、その他関係機関における検討会議を設置、

介護現場で必要とされる人材確保について計画的な取組強

化を検討、実現するため連携等に取り組むほか、福祉人材セ

ンターにコーディネーターを配置し、介護等人材に係る分

析データを関係機関等に提供し関係機関が連携し検討を進

める。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

協議会の開催回数：２回 

アウトプット指標（達成

値） 

協議会の開催回数：４回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：既存事業の改善状

況及び新規事業の実施状況 

31 年度は以下のとおり既存事業の改善及び新規事業を実施 

・「介護職」にまつわる感動的なエピソードを映像化し、イ

ンターネット番組等を活用して広く発信し、介護職のイメ

ージアップを図る。 

・福祉就職セミナーに合わせ、福祉・介護の仕事の内容や事

業所を紹介する「介護・福祉のジョブフェス」を開催し、介

護職への理解を深める。 

（１）事業の有効性 
有識者、種別協議会、事業所、関係機関等が顔の見え

る関係を築き、連携が促進されたことで、県内の福祉・

介護人材確保について各方面で抱える問題を共有し、必

要な取組みや改善点について検討することができた。 
（２）事業の効率性 

議題に応じた出席者の入れ替えや議題についての事

前の聴取などを行い、効率的に会議を実施している。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.2】 

 福祉・介護人材確保対策事業（介護等の仕

事魅力発信事業） 

【総事業費】 
2,938 千円 

事業の対象となる区域 全県 
事業の実施主体 県（県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

福祉・介護人材の需要が増加する中で、福祉・介護業界の魅

力発信、イメージ向上を図り、将来の人材確保につなげる。 

アウトカム指標：福祉・介護の仕事に対する県民の理解・か

関心の向上 

事業の内容（当初計画） 介護の日の前後１週間を中心に、テレビ、ラジオ、新聞等の

マスメディアを通じて、福祉・介護の仕事の魅力が伝わるよ

うなキャッチーな広告を広く県民に発信する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

各媒体の広告回数：テレビＣＭ 年 24 回以上 

アウトプット指標（達成

値） 

各媒体の広告回数：テレビＣＭ 年 158 回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：事業対象が不特定

多数のため、測定は困難であるが、福祉・介護の仕事につい

て、県民の理解や関心が高まり、福祉就職セミナーに 232 名

が参加した。 

（１）事業の有効性 
マスメディアを活用した積極的な広報を通じ、福祉・

介護分野の仕事の魅力を発信することで、福祉・介護分

野に関心を持っていなかった県民の目や耳に触れる機

会が増えている。 
（２）事業の効率性 

広報にあたっては、テレビ以外の媒体（商店街等大型

ビジョン）を活用し、多様な対象の目に触れやすいよう

工夫した。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.3】 

 介護の仕事魅力発信事業（介護現場から

の発信） 

【総事業費】 
3,800 千円 

事業の対象となる区域 全県 
事業の実施主体 県老人福祉施設協議会 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

増加を続ける介護サービス需要に対応するため、介護サー

ビスを担う次世代の人材の確保を図る。 

アウトカム指標：― 

事業の内容（当初計画） 介護の日に合わせ、介護関係団体が連携して啓発活動やイ

ベントを開催するほか、県内の小中学校・高校の生徒等に地

域介護等に関する巡回型体験教室を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

介護の日啓発イベント等 １３回 参加者 １，３５０名 

アウトプット指標（達成

値） 

介護の日啓発イベント等 １２回 参加者 １，４１６名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：観察できなかった 

理由：次世代の人材確保が目的のため事業効果測定が困難 

代替的指標：参加者アンケート 

（１）事業の有効性 
介護の日（11/11）に合わせ、県内の老人福祉施設、関

係団体、地域住民等が連携して啓発イベント等を実施し

たほか、中学・高等学校において地域介護の紹介や福祉

用具等の体験教室を実施したことにより、地域住民等に

対する理解促進や、将来の介護人材の発掘・育成を図る

ことができた。 
（２）事業の効率性 

関係団体が緊密に連携して実施したことにより、広報

などを効率的に展開することができ、幅広い年齢層に対

し、介護の仕事の魅力を発信できた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.4】 

 福祉・介護人材確保対策事業（介護等の仕

事魅力発見事業） 

【総事業費】 
2,420 千円 

事業の対象となる区域 全県 
事業の実施主体 県（県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

福祉・介護人材の需要が増加する中で、事前の理解不足によ

る早期離職の防止や福祉・介護分野を将来の選択肢として

考える若年層の増加を図る。 

アウトカム指標：福祉・介護への入職希望者 

事業の内容（当初計画） 事業所見学・介護体験バスツアー事業（中高生やその保護

者、教員等を対象として、介護事業所等を見学・介護を体験

するバスツアーを実施する。） 
介護の職場体験事業（愛媛県福祉人材センターの求職登録

者や地域の潜在的な介護の担い手である主婦層、第２の人

生のスタートを控えた中高年齢層を対象に、介護事業所等

の職場体験を実施し、正しい理解に基づく就職を支援す

る。） 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

バスツアー参加者：６ヶ所×２５人 

職場体験参加者：５０人 

アウトプット指標（達成

値） 

バスツアー参加者：計４８人 

職場体験参加者：２６人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

バスツアー参加者に対するアンケートにおいて、将来福祉 

・介護分野に入職したいと思う方が約 81％であった。 

（１）事業の有効性 
福祉・介護分野に関心を持っている県民への職場体験

を実施することで、参加者が福祉・介護分野への興味が

深まった。 
また、入職前に職場に対する正しい認識を持つこと

が、入職直後のギャップによる離職を防ぐ一助になって

いると思われる。 
（２）事業の効率性 

広く募集を行うのみでなく、他の事業等で把握した求

職中の者にも情報提供等の働きかけを行うことで、効率

的に参加者及び入職者を確保している。 
その他 職場体験事業については、福祉人材センター登録者やキ

ャリア支援専門員への相談者、初任者研修参加者に対する

周知を徹底する。バスツアーについては、家庭科・福祉系の

教員への周知及び学校訪問時の周知を行う。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.5（介護分）】 

 介護雇用プログラム推進事業 

【総事業費】 
43,637 千円 

事業の対象となる区域 全県 
事業の実施主体 愛媛県（人材派遣会社） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31 日 

☑継続 ／□ 終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護に関して一定の知識等を有し、即戦力となる介護人材

の確保を図る。 

アウトカム指標：介護職員初任者研修の修了者数 ４０人 

事業の内容（当初計画） 求職活動を行っている者を対象に介護雇用プログラムに参

加する人を雇用し、介護事業所等へ紹介予定派遣を行い、参

加者が働きながら介護職員初任者研修を受講できるよう支

援するとともに、派遣終了後にも継続して派遣先で就業で

きるよう促す。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○派遣人数(Ｈ30)：40 人 

○派遣人数(Ｒ２)：40 人 

アウトプット指標（達成

値） 

○派遣人数(Ｈ30)：45 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

○介護職員初任者研修修了者数：39 人 

○派遣期間終了後、直接雇用となった人数：29 人 

（１）事業の有効性 
介護資格を有する人材を一定数育成し、かつ就業に結

びつけたことにより、質の高い人材の不足に悩む介護事

業所にとって、即効性のある有効な対策となった。 
（２）事業の効率性 

介護施設への派遣に当たっては、派遣者の適正を十分

に見極めるとともに、派遣先施設との雇用条件等のすり

合わせを綿密に行ったことなどから、派遣期間終了後に

直接雇用につながった方が多かった。 
その他 本事業終了後、介護事業所に就業した者が、一定期間経過後

も継続して就労しているかどうか等、Ｈ29 年度に実態調査

を行った。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.6】 

 福祉・介護人材確保対策事業（介護等人材

マッチング事業） 

【総事業費】 
13,020 千円 

事業の対象となる区域 全県 
事業の実施主体 県（県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

福祉・介護人材の需要が増加する中で、求職者と求人事業所

の相互の情報不足のために就業に至らない状態を解消す

る。 

アウトカム指標：福祉人材センターを通じた就職者 

事業の内容（当初計画） 県内７か所のハローワークで、キャリア支援専門員派遣・出

張相談事業を行うほか、県内外の学校等を訪問や各事業所

を戸別訪問し、迅速かつ適切な求人求職支援を行う。 

また、ハローワークとの連携を深め、各地域における介護人

材確保につなげる。 

関係機関との事業連携を強化するために、福祉人材センタ

ー内にコーディネーターを配置する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

キャリア支援専門員の派遣回数：ハローワーク１か所あた

り１２回 

アウトプット指標（達成

値） 

キャリア支援専門員の派遣回数：ハローワーク１か所あた

り１２回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：福祉人材センター

を通じた就職者数５７名 

（１）事業の有効性 
ハローワークに訪れる求職者に対して、福祉・介護分

野の職業を紹介し、具体的な職場へのマッチングを行う

ことで、求職者に適した環境を提示することができてい

る。また、事業所等に対しても、相談を行い、求人活動

及び職場環境の改善を行い、入職や定着の支援を行って

いる。県外の養成校訪問では、Ｕターン就職に向けたア

ピールができた。 
（２）事業の効率性 

訪問者が多い相談がメインの時間帯と、訪問者が少な

い時間帯を分析し、訪問者が少ない時間帯には地域の事

業所へ訪問を行い、求人の働きかけや、当事業の紹介を

行う等効率的に実施している。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.7（介護分）】 

 介護支援専門員養成研修等事業 

【総事業費】 
8,008 千円 

事業の対象となる区域 全県 
事業の実施主体 愛媛県、愛媛県（愛媛県介護支援専門員協会）、愛媛県社会

福祉協議会 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護保険制度の要である介護支援専門員の養成及び資質向

上は必要不可欠である。 

アウトカム指標：介護支援専門員実務研修における達成度

（修了評価）：４段階評価で平均２．０以上 

事業の内容（当初計画） ○介護支援専門員指導者検討会・研修向上委員会・検討部会 
 介護支援専門員を対象とした法定研修（実務研修（再研

修）、専門研修（課程Ⅰ・Ⅱ）、更新研修、主任・主任更新

研修）の実施方法、指導方針の協議を行い、研修の質の向

上を図る。 
○主任介護支援専門員研修強化費 
主任介護支援専門員研修・更新研修に係るファシリテー

ター（講師級）配置等、研修強化に要する経費分の補助を

行う。 
○介護支援専門員地域リーダー養成研修 
 地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所の主任介

護支援専門員を対象とした研修・演習を行い、県内各地域に

おける主任介護支援専門員のリーダーを養成する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○介護支援専門員指導者検討会 

開催回数：４回 

○介護支援専門員研修向上委員会 

開催回数：２回 

○介護支援専門員研修向上委員会検討部会 

開催回数：１０回 

○介護支援専門員実習説明会の開催回数：３回 

○介護支援専門員実習指導者養成研修の開催回数：３回 

○介護支援専門員地域リーダー養成研修 

開催回数：全体研修２回、地域別研修４回 

アウトプット指標（達成

値） 

○介護支援専門員指導者検討会 

開催回数：２回 

○介護支援専門員研修向上委員会 

開催回数：２回 

○介護支援専門員研修向上委員会検討部会 
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開催回数：６回 

○介護支援専門員実習説明会及び実習指導者養成研修 

開催回数：１回 

〇主任介護支援専門員ファシリテーター養成研修 

 開催回数：５回 

○介護支援専門員地域リーダー養成研修 

開催回数：全体研修２回 

地域別研修（県内６地域で計４７回実施） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：介護支援専門員実

務研修における達成度（修了評価）：４段階評価で平均 3.0 

（１）事業の有効性 
平成 28 年度からの介護支援専門員の法定研修に係る

新カリキュラムに対応するため指導者検討会や研修向

上委員会等を開催し、研修の実施方法や指導方針、研修

資料の作成等を検討した。 
地域において介護支援専門員を指導・助言する立場に

ある主任介護支援専門員に対してリーダー研修を行う

ことにより、介護支援専門員全体のレベルアップにつな

がる。 
（２）事業の効率性 

リーダー研修を全体と地域別に開催することにより、

介護支援専門員の全体的な資質向上と地域ごとの適切

な課題対応につながった。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.8】 

 口腔ケアに係る介護人材資質向上支援事

業 

【総事業費】 
4,056 千円 

事業の対象となる区域 全県 
事業の実施主体 県歯科医師会 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅医療・介護の推進、介護従事者の確保・資質の向上等、

「効率的かつ質の高い介護サービス提供体制の構築」を図

る。 

アウトカム指標：口腔ケアに関して専門知識を有する介護

人材の確保 

事業の内容（当初計画） 歯科医師又は歯科衛生士が介護施設等を訪問し、介護職員

に対する口腔ケアを行うほか、多職種との連携研修や「口か

ら食べたい」をテーマにした講演会・シンポジウムを行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○歯科医師等による口腔ケア研修： 5 地区 

○スクリーニングと食支援等の連携体制構築研修会：5地区 

○口腔ケア講演会及びシンポジウム：1地区 

アウトプット指標（達成

値） 

○歯科医師等による口腔ケア研修： 4 地区 

○スクリーニングと食支援等の連携体制構築研修会：1地区 

○口腔ケア講演会及びシンポジウム：2地区 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：訪問研修の受講者

1,544 人 

（１）事業の有効性 
歯科医師や歯科衛生士が、県内の介護事業所を訪問し

て、介護職員に対して口腔ケアの手法等を研修するな

ど、介護職種に対する質の向上に繋がったほか、「口か

ら食べたい」等をテーマに口腔ケアに関する講演会及び

シンポジウムを開催したことにより、摂食・嚥下障害へ

の対処に悩む介護関係者にとって有効であった。 
（２）事業の効率性 

積極的に介護事業所を訪問して口腔ケア研修を実施

した地区が、そのノウハウを他の区域に発信したため、

情報を共有化することができた。 
その他  

  



21 
 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.9】 

 介護人材キャリアアップ支援事業 

【総事業費】 
2,000 千円 

事業の対象となる区域 全県 
事業の実施主体 県老人保健施設協議会 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護老人保健施設職員が介護現場で必要とされる知識や技

術の習得するほか、職員の意欲向上とサービス向上等を図

る 

アウトカム指標：介護現場で必要とされる知識や技術を習

得した介護老人保健施設職員の確保 

事業の内容（当初計画） サービス提供責任者として必要な知識等に関する研修会及

び職員の意欲向上とサービスの向上等を目的とした講演会

等の開催 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

資質向上研修 ８回  参加者 ５００名 

アウトプット指標（達成

値） 

資質向上研修 ８回  参加者 ５５４名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：観察できなかった 

理由：資質向上が目的のため事業効果測定が困難 

代替的指標：参加者アンケート 

（１）事業の有効性 
介護の技術力の向上のほか、チームリーダーとして必

要なマネジメント能力や認知症ケアやサービス提供責

任者として必要な知識に関する研修を実施することに

より、介護技術等に悩む介護職員等にとって有効であっ

た。 
（２）事業の効率性 

事務局が中心となって事業周知に努めたことから、会

員内で一定の周知の広がりをつくることができた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.10】 

 介護職員の資質向上研修事業 

【総事業費】 
269 千円 

事業の対象となる区域 全県 
事業の実施主体 県地域密着型サービス協会 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護従事者の資質向上、効率的かつ質の高い介護サービス

提供体制の構築を図る。 

アウトカム指標：質の高い介護サービスの提供 

事業の内容（当初計画） 介護分野の専門家を講師に招き、県内の介護職員を対象に、

介護現場で必要とされる知識や技術の習得に関する講演会

を開催する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○総会講演会：１回開催、100 人参加 

アウトプット指標（達成

値） 

○総会講演会：１回開催、185 人参加 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：現場で必要とされ

る知識や技術を有する介護従事者の確保 

（１）事業の有効性 
介護分野の専門家による講演会を開催したことによ

り、介護現場で必要な知識や技能等の習得に取り組め

た。 
（２）事業の効率性 

事業開始後、速やかに講師との調整など研修の準備を

行ったことから、効果的な内容の研修を開催することが

でき、また広く周知したことから、多くの職員の参加が

可能となった。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.11】 

 介護職員相互研修事業 

【総事業費】 
1,026 千円 

事業の対象となる区域 全県 
事業の実施主体 県地域密着型サービス協会 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護従事者の資質の向上等、「効率的かつ質の高い介護サー

ビス提供体制の構築」を図る。 

アウトカム指標：質の高い介護サービスの提供 

事業の内容（当初計画） 県内の地域密着型サービス事業所が、事業所間の交流と職

員のスキルアップを図るため、マッチングされた事業所間

で職員の相互派遣を行い、職員のスキルに合わせた課題を

持ち寄り研修する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

相互派遣の参加者数：80 人 

アウトプット指標（達成

値） 

相互派遣の参加者数：55 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 階層に応じたスキ

ルを有する介護従事者の確保 

 （１）事業の有効性 

各職員の経験年数や役割に応じて３コース（初級・中級・上

級）を設定し、コース別に派遣先のマッチングを行うこと

で、参加者にとって有意義な研修となった。 

また、研修シートの活用により、効果測定を行った。 

（２）事業の効率性 

事業開始後、速やかに事業所への周知など研修の準備を行

ったことから、県内各地区での相互研修が可能となった。ま

た、中級・上級コースでは各参加者にアドバイザーが帯同

し、必要な助言等を行うことで、効果的な研修が実施され

た。 

その他  

  



24 
 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.12】 

 介護職員の日常生活支援力向上研修事業 

【総事業費】 
552 千円 

事業の対象となる区域 全県 
事業の実施主体 県地域密着型サービス協会 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護従事者の資質の向上等、「効率的かつ質の高い介護サー

ビス提供体制の構築」を図る。 

アウトカム指標：質の高い介護サービスの提供 

事業の内容（当初計画） 調理分野、レクリエーション分野の専門家を講師に招き、利

用者の健康に留意した食の提供（調理技術）、認知症高齢者

の身体・認知機能の維持を目的としたレクリエーション技

術に関する研修会を開催する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修会への参加者数：90 人 

アウトプット指標（達成

値） 

研修会への参加者数：75 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：利用者の日常生活

を支援するスキル（調理、レクレーション技術）を有する介

護従事者の確保 

 （１）事業の有効性 

料理研究家とレクリエーションインストラクターによる２

本立ての研修会を開催し、調理のコツと気軽にできるレク

リエーションの手数とその伝え方を体験しながら学ぶこと

で、参加者にとって有意義な研修となった。 

また、アンケートの活用により、効果測定を行った。 

（２）事業の効率性 

専門家による研修を実施することにより、介護職員の調理

技術の向上、日常生活動作訓練としての調理機会の充実、認

知症高齢者の身体・認知機能の維持を目的としたレクリエ

ーション技術を習得することができ、効果的な研修が実施

された。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.13】 

 認知症地域医療支援事業 

【総事業費】 
1,743 千円 

事業の対象となる区域 全県 
事業の実施主体 県 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後の認知症高齢者の増加が見込まれることから、関係団

体等と連携の下、各地域における早期診断・早期対応のため

の体制整備を推進する。 

アウトカム指標：認知症治療の知識を有する医師の確保 

事業の内容（当初計画） かかりつけ医が適切な認知症診断の知識・技術等を修得す

るための研修及びかかりつけ医への助言その他の支援を行

う認知症サポート医を養成するための研修を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○認知症サポート医養成研修：１０名養成 

○認知症サポート医フォローアップ研修：６１名 

○かかりつけ医認知症対応力向上研修：２００名 

アウトプット指標（達成

値） 

○認知症サポート医養成研修：１０名養成 

○認知症サポート医フォローアップ研修：５１名 

○かかりつけ医認知症対応力向上研修：１４６名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：認知症治療の知識

を有する医師の確保 

（１）事業の有効性 
本事業の実施により、愛媛県下の医師に対しては認知

症診断の知識・技術等の習得、病院勤務の医療従事者に

対しては認知症ケアについて理解し適切な対応ができ

る研修を実施し、認知症医療の資質の向上が図られた。 
（２）事業の効率性 

愛媛県医師会と連携して実施したことにより、地域に

おける医療と介護が一体となった認知症の方への支援

体制の構築に向け効果的な実施が可能となった。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.14】 

 認知症介護従事者養成事業 

【総事業費】 
1,328 千円 

事業の対象となる区域 全県 
事業の実施主体 県 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

認知症高齢者の増加に伴い、認知症高齢者に対する介護サー

ビスの充実を図るほか、認知症施策推進総合戦略（新オレン

ジプラン）において、良質な介護を担う人材の確保及び計画

的な養成を行うこととされている。 

アウトカム指標：認知症指導者養成研修了者数（累計）：２７

名 

事業の内容（当初計画） 介護施設等に従事する新任者及び認知症介護を提供する事業

所を管理する立場にある者等に対する適切なサービス提供に

関する知識及び技術等を修得するための研修を実施するとと

もに、研修指導者を養成するための研修に参加する経費を負

担し、認知症介護に関する資質向上を図る 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○認知症対応型サービス事業管理者研修：２００名 

○小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修：５０名 

○認知症対応型サービス事業開設者研修：３０名 

○認知症介護指導者養成研修(基金対象外)：１名 

 ※ 認知症関連研修の講師になるための研修 

○認知症介護指導者フォローアップ研修：１名 

 ※ 指導者の技術向上を図るための研修  

アウトプット指標（達成

値） 

○認知症対応型サービス事業管理者研修：１０４名 

○小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修：３８名 

○認知症対応型サービス事業開設者研修：１０名 

○認知症介護指導者養成研修(基金対象外)：１名 

○認知症介護指導者フォローアップ研修：１名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：認知症指導者養成研

修修了者（累計）２７名   

（１）事業の有効性 
本事業の実施により、高齢者介護の実務者及びその指導

的な立場にある者に対し、実践的な研修や適切なサービス

の提供に関する知識等の習得のための研修を実施し、認知

症ケアに携わる人材・事業所の質の向上が図られた。 
（２）事業の効率性 

介護施設の管理者等である認知症介護指導者養成研修

修了者の協力の下に各研修を実施したことで、より実践的

な研修の展開が可能となった。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.15（介護分）】 

認知症対応力向上研修事業 

【総事業費】 

1,513 千円 

事業の対象となる区域 全県 
事業の実施主体 愛媛県（愛媛県歯科医師会、愛媛県薬剤師会、愛媛県看護協

会）、愛媛県看護協会 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

専門職が高齢者等と接する中で、認知症の人に早期に気づ

き、かかりつけ医等と連携して対応するとともに、容態の変

化に応じて専門職の視点での対応を適切に行うことを推進

する。（認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）にて

明記） 

アウトカム指標：認知症の基礎知識を有する医療従事者の

確保  

事業の内容（当初計画） 認知症の方への支援体制構築の担い手となることを目的

に、歯科医師、薬剤師、看護師等の医療従事者に対し、認知

症の方や家族を支えるために必要な基礎知識や医療と介護

の連携の重要性等の知識を修得させる研修を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

認知症対応力向上研修参加者 ７８０名 

アウトプット指標（達成

値） 

認知症対応力向上研修参加者 ３０２名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：認知症の基礎知識

を有する医療従事者の確保  

（１）事業の有効性 
   口腔機能の管理を行う歯科医師と服薬指導を行う薬

剤師による認知症の早期診断・早期対応のため、急性期

から入院・外来・訪問を通じて広く認知症の人と関わる

看護師は、医療における認知症対応の鍵となるため、各

専門職が知識・技術の習得により適時・適切な医療・介

護が提供できる。 
（２）事業の効率性 

専門職ごとに認知症対応力を向上させることで、ふさ

わしい場所で適切なサービスが提供される循環型の仕

組みの早期構築を図ることができる。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.16】 

 市民後見推進事業 

【総事業費】 
4,139 千円 

事業の対象となる区域 全県 
事業の実施主体 松山市（松山市社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

成年後見制度の担い手として期待されている市民後見人の

活用が必ずしも十分に進んでいない実態があることから、

市民後見人の育成及び活用をより促進する。 

アウトカム指標：法人成人後見事業支援員の質の確保 

事業の内容（当初計画） 他団体が主催する市民後見人養成研修会に講師を派遣する

など、市民後見人に関する啓発活動を実施する。また、法人

成年後見事業支援等に対し、資質向上のための研修会を実

施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○フォローアップ研修会参加者４０名 

○法人成年後見事業支援員ステップアップ研修会６回 

アウトプット指標（達成

値） 

○フォローアップ研修会：２回、市民後見養成講座修了者の

べ４１名参加 
○法人成年後見事業支援員ステップアップ研修会：６回、 

法人成年後見事業支援員６名及び支援員候補者８名参加 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：法人成年後見事業

支援員の質の確保 

（１）事業の有効性 
市民後見養成講座修了者に対し、市民後見人としての

活動に結びつけるためのフォローアップ研修を実施す

ることで、後見等の業務を適正に行うことができる人材

の育成・資質向上が図られた。 
（２）事業の効率性 

社会福祉協議会と連携して実施することで、社会福祉

協議会が受任する法人後見の金銭管理等の実務に移行

できるなど、研修後の活動についても継続した支援が可

能である。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.17】 

 法人後見推進事業 

【総事業費】 
399 千円 

事業の対象となる区域 全県 
事業の実施主体 愛媛県社会福祉協議会 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

成年後見制度の利用者は、高齢化や障がい者の地域移行な

どに伴い増加しているが、弁護士、司法書士、社会福祉士等

の専門職による対応だけでは難しく、成年後見人等の担い

手として法人後見の充実を推進する。 

アウトカム指標：法人後見制度実施状況 ２０市町 

事業の内容（当初計画） 法人後見を実施するための身近なエリアである東予・中予・南予

の３か所で、法人後見の実現可能な法人の抽出と、法人同士の連

携促進を図ることを目的として、学習会及び相談会を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○アドバイザーによる個別指導実施団体：５団体 
○権利擁護推進のための担い手養成学習会：３回 

アウトプット指標（達成

値） 

○権利擁護推進のための担い手養成学習会：１回、３１名参

加 

○成年後見制度利用促進セミナー：１回、９８名参加 

○アドバイザーによる個別相談会：１回、１団体参加 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：法人後見制度実施

状況 １５市町 

（１）事業の有効性 
社会福祉法人に対し、学習会・個別相談会を実施する

ことで、法人後見実施市町に対しては資質の向上を、法

人後見未実施市町に対しては今後、法人後見実施に向け

て検討する機会となり、県下全域での法人後見制度の普

及・事業実施につながるものとなった。 
（２）事業の効率性 

市町の社会福祉協議会で実施している日常生活自立

支援事業（契約による日常的金銭管理等）からの後見制

度への移行など、継続した支援が可能である。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.18】 

 福祉・介護人材確保対策事業（介護等人材

定着支援事業） 

【総事業費】 
918 千円 

事業の対象となる区域 全県 
事業の実施主体 県（県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

福祉・介護人材の需要が増加する中で、従事者が安定して働

き続けることができるように、職場環境の向上を図る。 

アウトカム指標：労務環境の改善や経営基盤の強化があっ

た事業所数 

事業の内容（当初計画） 事業所へのアドバイザー派遣事業（社会保険労務士や税理

士など専門家をアドバイザーとして派遣し、労働環境の改

善や経営基盤の強化等のため、管理的専門助言を行い、職場

環境の向上への支援を行う。） 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

アドバイザー派遣回数 

社会保険労務士派遣回数：１５回 

税理士派遣回数：１５回 

アウトプット指標（達成

値） 

アドバイザー派遣回数 

社会保険労務士派遣回数：１３回 

税理士派遣回数：８回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：労務環境の改善や

経営基盤の強化があった事業所数 １３事業所 

（１）事業の有効性 
会計、経営基盤、労務管理や人材確保に課題を抱えて

いるが、専門家へ依頼したことが少なく、費用も捻出す

ることができない事業所等に対して専門家を派遣し、専

門的な助言を行うことで職場環境の改善につなげるこ

とができた。 
（２）事業の効率性 

チラシやホームページ、フェイスブック等で事業を広

く周知した。また、依頼を受けて派遣を行う形式である

ため、柔軟な派遣を実施することができた。 
その他  

 


